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■被害予想マップ（建築物合計全半壊率）（全国どこでも起こりうる直下型の地震） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被害予想マップ【市街地詳細】（建築物合計全半壊率） 
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Ⅰ－３．関連計画 

 

（１）耐震関係規定の変遷 

 

我が国の耐震関係の法整備は、主に大規模な地震被害を教訓として行われており、現行の

耐震基準（いわゆる「新耐震基準」）は、昭和55年の建築基準法改正（昭和56年６月１日施

行）により整備されました。 

それまでの耐震基準は、震度５弱程度の中規模地震を想定した規定でした。新耐震基準で

は、震度６弱程度の大規模地震が発生した場合においても人命に影響を及ぼすような倒壊等

を防止するために、地震力に対する建築物の平面及び立体的なバランスや耐力について新た

に考慮するなど、規定の強化が行われました。 

 

表 耐震関係規定の変遷 

年 関係法令の制定 概  要 契機となる地震 

昭和25年 建築基準法制定 
市街地建築物法（大正８年）を改正し、建築

基準法を制定。 
– 

昭和45年 建築基準法改正 
  十勝沖地震の被害状況を踏まえ、ＲＣ柱の

せん断補強筋に関する規定を強化 

十勝沖地震 

（昭和43年） 

昭和55年 
建築基準法改正 

（新耐震基準） 

  構造計算に動的な考え方を盛り込んだ、い

わゆる「新耐震基準」を義務化 

宮城県沖地震 

（昭和53年） 

平成７年 
耐震改修促進法

制定 

建築物の耐震性向上を目的として制定。特定

建築物所有者の耐震診断、耐震改修の実施責

務を規定。 

平成12年 建築基準法改正 
建築基準の性能規定への移行に伴う構造方法

等の改正。構造計算に限界耐力計算の導入 

阪神・淡路大震災

（平成７年） 

平成17年 
耐震改修促進法

改正 

計画的な耐震化促進を目的として自治体によ

る耐震改修促進計画の策定責務を規定。特定

建築物の範囲拡大 

新潟県中越地震 

（平成16年） 

福岡県西方沖地震

（平成17年） 
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（２）上位計画 

 

① 国の基本方針 

耐震改修促進法第４条に基づき、国土交通省が定める「建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図るための基本的な方針」（平成18年1月25日 国土交通大臣告示第184号）の概要

は、以下のとおりです。 

 

                        (資料出所：国土交通省ホームページ) 

 

１ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

 ○住宅・建築物の所有者等が、自らの問題・地域の問題として意識をもって取り組むことが

不可欠。国及び地方公共団体は、こうした取り組みをできる限り支援。 

 ○公共建築物については、災害時の機能確保の観点からも強力に耐震化。 

 ○所管行政庁は、すべての特定建築物に対して指導・助言を実施（するよう努める。） 

  また、指導に従わない一定規模以上の建築物については指示を行い、指示にも従わない場

合はその旨を公表。さらに、著しく危険性が高い建築物については建築基準法に基づく勧

告や命令を実施。 

 ○ブロック塀の倒壊防止、窓ガラス、天井等の落下防止対策、地震時のエレベータ内の閉じ

込め防止対策についても推進。 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

 ○住宅及び特定建築物の耐震化率について、それぞれ、現状の７５％を、平成２７年までに

少なくとも９割にすることを目標（この間に住宅の耐震改修は約１００万戸、特定建築物

の耐震改修は約３万棟の実施が必要） 

 ○また、耐震診断については、耐震化率の目標達成のため、少なくとも、住宅は５年間で約

１００万戸１０年間で約１５０～２００万戸特定建築物は５年間で約３万棟、１０年間で

約５万棟の実施が必要。 

３ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

 ○建築物の耐震診断・改修のための技術指針を提示。 

 ○建築物の敷地の規定を新たに追加。 

４ 啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

 ○地震防災マップ等を活用した情報提供、町内会等を通じた啓発・普及等を推進。 

５ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項等 

 ○都道府県耐震改修促進計画を速やかに作成。 

 ○耐震改修等の目標を策定。特に学校、病院、庁舎等の公共建築物については、関係部局と

協力し、耐震診断の速やかな実施及び結果の公表をするとともに耐震化の目標を設定。 

 ○地震発生時に通行を確保すべき道路として、緊急輸送道路、避難路等を記載。特に緊急輸

送道路のうち、災害時の拠点施設を連絡する道路で、災害時に重要な道路については平成

２７年度までに沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として記載。 

 ○所有者等に対する助成制度、パンフ詳細な地震防災マップの公表、相談窓口の設置、パン

フレットの配布、情報提供、講習会の開催、啓発・普及、町内会等の取り組み支援等に係

る事業について記載。 

 ○すべての市町村において耐震改修促進計画を策定することが望ましい。内容は都道府県計

画に準ずるものとし、地域固有の状況を考慮して策定。  
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② 北海道（北海道耐震改修促進計画／平成18年12月策定） 

この計画は、耐震改修促進法に基づき策定されたもので、平成19年度～平成27年度を計

画期間とします。 

その概要は以下のとおりです。 

 

根 拠 法 

計画期間 

耐震改修促進法 

平成19年度～平成27年度 

■概 要  

・住宅及び多数の者が利用する建築物の平成２７年における耐震化目標を９割と 

 設定。 

  （現況：住宅の耐震化率約76%、多数利用建築物の耐震化率約78%) 

・施策の展開方向として下記に示す３つを掲げ、住宅・建築物耐震改修等事業など 

国庫補助の活用を図りながら効率的、効果的な施策を講じるものとしている。 

○基本的方向 

 １ 安心して耐震診断・改修が行える環境整備 

 ２ 住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発、知識の普及 

 ３ 耐震診断・改修を担う人材の技術的向上  
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（３）町の関連計画 

 

① 第４次当麻町総合開発計画 

平成20年度に第４次当麻町総合開発計画（後期計画、期間平成20年度～24年度）が策定

されています。目標人口は7,400人、世帯数は3,100世帯としています。 

まちづくりの理念は「明るく活力あるまちづくり」とし、基本目標として明るく住み良

いまちづくり【生活環境の充実】、活力あるまちづくり【産業の振興】、生涯学習による

まちづくり【生涯学習の充実】、支え合い健康で暮らすまちづくり【健康づくりと福祉の

充実】の４つを定めています。 

個別計画としては、「住環境」として公営住宅等整備事業、「防犯・防災・公害」とし

て防災体制の見直し、洪水ハザードマップ作成事業、防災行政用無線戸別受信機整備事業、

「治山・治水・河川」として洪水防災計画、「学校教育」として当麻中学校屋内体育館大

規模改修事業を進めることとしています。 

 

② 当麻町地域防災計画 

地域防災計画に基づき、平成21年10月に「洪水ハザードマップ」を作成し、町民に配布

しています。 

 そこでは、災害情報の伝達経路、避難場所一覧、災害避難行動の指針、浸水想定区域、

応急処置などを定めています。 

 

③ 当麻町住生活基本計画 

本計画の策定と同時に、住生活基本法に基づく市町村計画として、当麻町住生活基本計

画が策定されています。計画期間は平成22年度から31年度です。平成31年で、将来人口を

6,530人とし、住宅に住む一般世帯数を3,200世帯、中間年の平成27年では3,090世帯と推

計しています 

計画の理念は「明るく活力ある住まいづくり」とし、目標として、「目標１ 定住を支

える生活支援体制の構築」「目標２ 質の高い住宅・住宅地の形成」「当麻町の環境と調

和する住宅市街地づくり」の３つを掲げています。推進方針３（良質な民間住宅の形成）

の３－②住宅の基本性能の向上において、住宅の耐震化の促進を位置づけています。 

 

④ 当麻町公営住宅長寿命化計画 

本計画の策定と同時に、住生活基本計画に定める公営住宅の役割を果たし、公営住宅を

予防保全型の維持管理への転換を図ることを目的に、当麻町公営住宅等長寿命化計画を策

定しています。 

現在、本町には昭和55年以前に建設された公営住宅が20棟84戸ありますが、柏ヶ丘団地

（19棟76戸、簡易耐火構造平屋建て）は、平成31年度までに順次、解体を計画しています。 

また、町独自の住宅施策である町営住宅（もみじ団地、２棟２戸、木造）も、平成31年度

までに解体を計画しています。 
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表　所有関係別住宅世帯数（構成比） 単位：％
昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年

総　数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
持ち家 79.3 80.3 82.7 82.0 79.9 78.4

公的借家 6.3 6.7 6.9 7.3 8.2 8.1
民間借家 6.4 6.7 6.2 7.0 7.0 7.4
給与住宅 7.5 5.6 3.5 2.6 2.0 1.5
間借り等 0.5 0.6 0.7 1.1 2.8 4.6

表　所有関係別住宅世帯数 単位：世帯
昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年

総　数 2,441 2,464 2,423 2,487 2,654 2,751
持ち家 1,936 1,979 2,003 2,040 2,120 2,158

公的借家 153 165 167 181 218 223
民間借家 157 166 151 174 187 203
給与住宅 182 139 86 64 54 41
間借り等 13 15 16 28 75 126

※　国勢調査 ※　総数＝住宅に住む一般世帯

Ⅱ 当麻町の耐震化の現況 

 

Ⅱ－１．住宅・建築物の現況 

 

（１）住宅戸数の動向 

 

① 所有関係別の世帯数の動向 

平成17年国勢調査によると、住宅に住む一般世帯は2,751世帯います。持ち家に住む方は

2,158世帯、全世帯の78.4％です。町営住宅等の公的借家に住む方が223世帯（8.1％）、民

間借家が203世帯（7.4％）、給与住宅が41世帯（1.5％）です。 

持ち家はこの10年で118世帯（1.06倍）増加、世帯総数もこの10年で264世帯増加し、そ

の他もそれぞれ増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員、町職員の住宅は、給与住宅に含まれます。 

 

② 住宅の着工状況 

平成元年以降、当麻町内で建設された住宅は841戸（平成19年３月末累積）あります。そ

の内訳は、持ち家が591戸、貸家が212戸、給与住宅が15戸、分譲住宅（＝建売住宅、分譲

マンション）が23戸です。 

持ち家は、総戸数2,751戸（平成17年国勢調査）に対し、平成元年～平成17年度に建設の

持ち家は805戸ですので、平成元年以降に建設された新しい持ち家は、全持ち家戸数の

29.3％と推定されます。 

同様に平成元年～平成17年度に建設された貸家が206戸（建築着工統計）あります。民間

借家、公的住宅が合わせて426戸（平成17年国勢調査）ですので、その48.4％が新しい貸家

に相当します。
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表　建築着工の状況（構成比） 単位：％

持ち家 貸　家 給　与 分　譲 一般住宅 共同住宅
平成元年 100.0 94.6 0.0 2.7 2.7 97.3 2.7
平成２年 100.0 52.4 42.9 2.4 2.4 54.8 45.2
平成３年 100.0 96.2 0.0 3.8 0.0 96.2 3.8
平成４年 100.0 85.4 8.3 0.0 6.3 91.7 8.3
平成５年 100.0 53.8 42.3 2.6 1.3 55.1 44.9
平成６年 100.0 65.3 32.7 0.0 2.0 67.3 32.7
平成７年 100.0 53.5 41.9 4.7 0.0 53.5 46.5
平成８年 100.0 78.9 14.0 1.8 5.3 84.2 15.8
平成９年 100.0 93.1 3.4 0.0 3.4 96.6 3.4
平成10年 100.0 89.7 0.0 0.0 10.3 100.0 0.0
平成11年 100.0 78.9 21.1 0.0 0.0 78.9 21.1
平成12年 100.0 85.7 0.0 0.0 14.3 100.0 0.0
平成13年 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
平成14年 100.0 83.3 0.0 16.7 0.0 83.3 16.7
平成15年 100.0 52.3 45.5 0.0 2.3 54.5 45.5
平成16年 100.0 64.7 35.3 0.0 0.0 64.7 35.3
平成17年 100.0 38.2 61.8 0.0 0.0 38.2 61.8
平成18年 100.0 81.0 19.0 0.0 0.0 81.0 19.0
平成19年 100.0 86.7 13.3 0.0 0.0 86.7 13.3
累　計 100.0 70.3 25.2 1.8 2.7 73.0 27.0

合　計
所有属性別 建て方別

表　建築着工の状況 単位：戸

持ち家 貸　家 給　与 分　譲 一般住宅 共同住宅
平成元年 37 35 0 1 1 36 1
平成２年 42 22 18 1 1 23 19
平成３年 26 25 0 1 0 25 1
平成４年 48 41 4 0 3 44 4
平成５年 78 42 33 2 1 43 35
平成６年 98 64 32 0 2 66 32
平成７年 86 46 36 4 0 46 40
平成８年 57 45 8 1 3 48 9
平成９年 29 27 1 0 1 28 1
平成10年 29 26 0 0 3 29 0
平成11年 38 30 8 0 0 30 8
平成12年 49 42 0 0 7 49 0
平成13年 25 25 0 0 0 25 0
平成14年 30 25 0 5 0 25 5
平成15年 44 23 20 0 1 24 20
平成16年 34 22 12 0 0 22 12
平成17年 55 21 34 0 0 21 34
平成18年 21 17 4 0 0 17 4
平成19年 15 13 2 0 0 13 2
累　計 841 591 212 15 23 614 227

※　建築着工統計（各年度末）
※　一般住宅（主に戸建て形式）＝持ち家＋分譲、共同住宅＝借家＋給与　と設定

合　計
所有属性別 建て方別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 一般住宅、共同住宅 

 一般住宅（主に戸建て住宅）：持ち家＋分譲住宅（建売住宅、分譲マンション） 

共同住宅：貸家（民間借家、公的借家＝町営、道営住宅）＋給与住宅（社宅、教員住宅、職員住宅） 
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S56以前 S57以降 S56以前 S57以降 S56以前 S57以降 合　計
住宅施設 専用住宅 1,422    866       122       43        1,544 909 2,453

併用住宅 80        37        5          3          85 40 125
共同住宅 3          20        1          1          4 21 25
寄宿舎 1          1          -          -          1 1 2
小計 1,506 924 128 47 1,634 971 2,605

(構成比） 57.8% 35.5% 4.9% 1.8% 62.7% 37.3% 100.0%
商業・業務施設 店舗 13        11        4          4          17 15 32

事務・作業所 13        28        8          32        21 60 81
ホテル・旅館 -          1          -          2          0 3 3
その他 2          4          2          1          4 5 9
小計 28 44 14 39 42 83 125

(構成比） 22.4% 35.2% 11.2% 31.2% 33.6% 66.4% 100.0%
工場・農業施設 工場 9          1          31        30        40 31 71

農業施設 886       30        156       132       1,042 162 1,204
小計 895 31 187 162 1,082 193 1,275

(構成比） 70.2% 2.4% 14.7% 12.7% 84.9% 15.1% 100.0%
その他 付属家 26        20        13        30        39 50 89

倉庫 23        13        20        72        43 85 128
車庫 314       141       233       695       547 836 1,383
物置 403       61        38        80        441 141 582
簡易付属家 50        8          7          12        57 20 77
その他 -          3          1          13        1 16 17
小計 816 246 312 902 1,128 1,148 2,276

(構成比） 35.9% 10.8% 13.7% 39.6% 49.6% 50.4% 100.0%

合計 3,245 1,245 641 1,150 3,886 2,395 6,281
(構成比） 51.7% 19.8% 10.2% 18.3% 61.9% 38.1% 100.0%

構造別　合計 4,490 1,791 6,281
(構成比） 71.5% 28.5% 100.0%

木　造 非木造 合　計

（２）民間建築物の現況 

 

民間の住宅・建築物の件数（平成21年７月末、固定資産税台帳）から、昭和57年以降建設

の建築物の件数を算定します。 

民間の建築物は全部で6,281棟あります。 

建物用途別では、住宅施設が2,605棟（全体の41.5％）、商業・業務施設が125棟（全体の

2.0％）、工場・農業施設が1,275棟（全体の20.3％）、その他、付属家や倉庫等が2,276棟（36.2％）

あります。 

昭和57年以降に建設された耐震性のある建築物は、それぞれ、住宅施設は971棟（37.3％）、

商業施設は83棟（66.4％）、工場・農業施設は193棟（15.1％）、その他は1,148棟（50.4％）

となっており、民間の建築物で昭和57年以降に建設された耐震性のある建築物は全体の

38.1％となっています。 

商業・業務施設、その他施設で昭和57年以降に建設された建物が多く、住宅施設、工場・

農業施設に昭和57年以降に建設された建物が少ない状況となっています。 

また、構造別にみると、木造建築物は、全体では71.5％、住宅は93.3％、商業・業務施設

は57.6％、工場・農業施設は72.6％、その他建築物は46.7％となっており、住宅施設と工場・

農業施設で木造建築物が多くなっています。 

 

表 民間の建築物の状況（用途別）                   単位：棟数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                      当麻町調べ（平成21年７月末）



Ⅱ 当麻町の耐震化の現況 

 30 

S56以前 S57以降 S56以前 S57以降 S56以前 S57以降 合　計
市街　計 市街１区 48         54         4           3           52 57 109

市街２区 65         32         2           5           67 37 104
市街３区 118        110        5           6           123 116 239
市街４区 60         34         4           1           64 35 99
市街５区 114        113        4           8           118 121 239
市街６区 65         21         2           -           67 21 88
市街７区 22         5           3           -           25 5 30
市街８区 85         14         -           1           85 15 100
市街９区 31         46         1           1           32 47 79
小計 608 429 25 25 633 454 1,087

(構成比） 55.9% 39.5% 2.3% 2.3% 58.2% 41.8% 100.0%
市街以外 伊香牛 129        40         12         3           141 43 184

中央 321        244        35         11         356 255 611
宇園別 155        147        13         8           168 155 323
北星 119        32         16         -           135 32 167
東 27         4           4           -           31 4 35
開明 82         12         17         -           99 12 111
緑郷 65         16         6           -           71 16 87
小計 898 495 103 22 1,001 517 1,518

(構成比） 59.2% 32.6% 6.8% 1.4% 65.9% 34.1% 100.0%

合計 1,506 924 128 47 1,634 971 2,605
(構成比） 57.8% 35.5% 4.9% 1.8% 62.7% 37.3% 100.0%

構造別　合計 2,430 175 2,605
(構成比） 93.3% 6.7% 100.0%

木　造 非木造 合　計

 

民間の建築物6,281棟のうち、住宅施設は2,605棟あります。 

そのうち、戸建て住宅（専用・併用住宅）は2,578棟、共同住宅等（共同住宅・寄宿舎）は

27棟あります。 

地区別では、市街地区に1,087棟（41.7％）、市街以外の築に1,518棟（58.3％）がありま

す。 

その内、昭和57年以降に建設された耐震性のある建築物は、市街地区は454棟（41.8％）、

市街以外の築は517棟（34.1％）と、市街地区の方が昭和57年以降に建設された建物の割合が

高くなっています。 

 

表 民間の住宅施設の状況（地区別）                    単位：棟数 
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（棟数）

S56以前 S57以降 S56以前 S57以降 S56以前 S57以降 合　計
民間施設 専用住宅 1,422    866       122       43        1,544 909 2,453

併用住宅 80        37        5          3          85 40 125
共同住宅 3          20        1          1          4 21 25
寄宿舎 1          1          -          -          1 1 2
小計 1,506 924 128 47 1,634 971 2,605

(構成比） 57.8% 35.5% 4.9% 1.8% 62.7% 37.3% 100.0%
公共施設 戸建て住宅 20        15        -          -          20 15 35

共同住宅 -          4          22        12        22 16 38
長屋住宅 -          3          -          -          0 3 3
小計 20 22 22 12 42 34 76

(構成比） 26.3% 28.9% 28.9% 15.8% 55.3% 44.7% 100.0%

住宅施設合計 1,526 946 150 59 1,676 1,005 2,681
(構成比） 56.9% 35.3% 5.6% 2.2% 62.5% 37.5% 100.0%

木　造 非木造 合　計

（棟数）

S56以前 S57以降 S56以前 S57以降 S56以前 S57以降 合　計
戸建て住宅 民間－専用住宅 1,422    866       122       43        1,544 909 2,453

民間－併用住宅 80        37        5          3          85 40 125
公共－戸建て住宅 20        15        -          -          20 15 35
小計 1,522 918 127 46 1,649 964 2,613

(構成比） 58.2% 35.1% 4.9% 1.8% 63.1% 36.9% 100.0%
共同住宅 民間－共同住宅 3          20        1          1          4 21 25

民間－寄宿舎 1          1          -          -          1 1 2
公共－共同住宅 -          4          22        12        22 16 38
公共－長屋住宅 -          3          -          -          0 3 3
小計 4 28 23 13 27 41 68

(構成比） 5.9% 41.2% 33.8% 19.1% 39.7% 60.3% 100.0%

住宅施設合計 1,526 946 150 59 1,676 1,005 2,681
(構成比） 56.9% 35.3% 5.6% 2.2% 62.5% 37.5% 100.0%

非木造 合　計木　造

（３）住宅の現況 

 

当麻町の住宅施設は、民間が2,605棟、公共が76棟、合計2,681棟あります。 

 公共の戸建て住宅（教員、職員住宅等）36棟のうち、昭和57年以降に建設されている建築

物は15棟（42.9％）、共同・長屋住宅（公営住宅等）41棟のうち、昭和57年以降に建設されて

いるものは19棟（46.3％）です。 

 

 住宅種類別では、町内の戸建て住宅（民間＋公共）は2,613棟、共同住宅（公営住宅、寄宿

舎、長屋等）は68棟、合計2,681棟あります。 

 昭和57年以降に建設されているものは、戸建て住宅は964棟（36.9％）、共同住宅は41棟

（60.3％）です。 

 

表 住宅（民間＋公共）の現況（所有別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     当麻町調べ（平成21年７月末） 

 

表 住宅（民間＋公共）の現況（住宅種類別） 
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表　住宅数（一般住宅）の動向 単位：世帯，％
昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成21年

総　数 1,949 1,994 2,019 2,068 2,195 2,284 2,500
新築 - 180 180 201 181 145 70
解体・空戸 - 135 155 152 54 56 0
　昭和55年以前 1,949 1,814 1,659 1,507 1,453 1,397 1,397
　昭和56年以前 1,949 1,850 1,695 1,543 1,489 1,433 1,433
　昭和57年以降 0 144 324 525 706 851 1,067
　昭和57年以降率 0.0 7.2 16.0 25.4 32.2 37.3 42.7
①総　　　数　　　： 住宅所有関係別の世帯数総数（一般世帯のうち、持ち家、間借り等）
②新　　　築　　　： 着工統計、ただし昭和63年以前は、平成元年実績（36戸）より年36戸と設定
③解体・空戸　　　： ５年前総数＋新築戸数－当年総数より推計

④昭和55年以前　　： 昭和55年以前の建築戸数－当期解体戸数（ただし解体戸数は、古い住戸からと想定）
⑤昭和56年以前　　： 昭和55年以前戸数に、昭和56年新築戸数（36戸）を加算
⑥昭和57年以降　　： 総戸数に占める昭和57年以降新築の戸数（新耐震基準）
⑦昭和57年以降率　＝ 昭和57年以降戸数／総数×100（％）
⑧平成21年総数　　： 平成21年３月末住民基本台帳世帯数を平成17年国勢調査値で案分

⑨平成21年新築戸数： 平成20年以降の建築着工戸数は、近年５年間の平均より、年19戸と設定

表　住宅数（共同住宅）の動向 単位：世帯，％
昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成21年

総　数 492 470 404 419 459 467 511
新築 - 5 5 91 58 37 54
解体・空戸 - 27 71 76 18 29 10
　昭和55年以前 492 465 394 318 300 271 261
　昭和56年以前 492 466 395 319 301 272 262
　昭和57年以降 0 4 9 100 158 195 249
　昭和57年以降率 0.0 0.9 2.2 23.9 34.4 41.8 48.7
①総　　　数　　　： 住宅所有関係別の世帯数総数（一般世帯のうち、民間借家、公的借家、給与住宅）
②新　　　築　　　： 着工統計、ただし昭和63年以前は、平成元年実績（５戸）より年５戸と設定
③解体・空戸　　　： ５年前総数＋新築戸数－当年総数より推計

④昭和55年以前　　： 昭和55年以前の建築戸数－当期解体戸数（ただし解体戸数は、古い住戸からと想定）
⑤昭和56年以前　　： 昭和55年以前戸数に、昭和56年新築戸数（５戸）を加算
⑥昭和57年以降　　： 総戸数に占める昭和57年以降新築の戸数（新耐震基準）
⑦昭和57年以降率　＝ 昭和57年以降戸数／総数×100（％）
⑧平成21年総数　　： 平成21年３月末住民基本台帳世帯数を平成17年国勢調査値で案分

⑨平成21年新築戸数： 平成20年以降の建築着工戸数は、近年５年間の平均より、年14戸と設定

表　住宅数（一般住宅＋共同住宅）の動向 単位：世帯，％
昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成21年

総　数 2,441 2,464 2,423 2,487 2,654 2,751 3,011
新築 - 185 185 292 239 182 124
解体・空戸 - 162 226 228 72 85 10
　昭和55年以前 2,441 2,279 2,053 1,825 1,753 1,668 1,658
　昭和56年以前 2,441 2,316 2,090 1,862 1,790 1,705 1,695
　昭和57年以降 0 148 333 625 864 1,046 1,316
　昭和57年以降率 0.0 6.0 13.7 25.1 32.6 38.0 43.7
※：一般住宅(戸建て)と共同住宅の合計
※平成21年度は想定値

（４）住宅の現況耐震化率の推計 

 

昭和57年以降に建設され、建築基準法の耐震基準に適合している住宅の戸数は、世帯数と

着工統計の動向から、平成21年度では1,316戸（全住宅戸数の43.7％）と想定されます。 

（※平成21年の総世帯数を3,043世帯（平成21年３月31日住民基本台帳より）と設定し、平成

17年度国勢調査値で住宅所有関係を按分し設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：一般住宅、共同住宅の内訳＞ 
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 昭和56年以前に建設された住宅で、当初からの耐震補強を行っていた住宅や自発的な耐震

改修を行っている住宅は、各々508戸、35戸あります。 

 耐震性のある住宅は全体で1,859戸、全体の61.7％となります。 

  

表 住宅建築物の現況耐震化率の推計                        単位：戸 

昭和56年以前建設 

 総戸数 
昭和57年

以降建設  
耐震性 

あり 

自発的 

な改修 

耐震性 

なし 

耐震化率

戸建て住宅 2,500  1,067 1,433 430 30 973  61.1％

共同住宅 511  249 262 78 5 179  65.0％

住宅 合計 3,011  1,316 1,695 508 35 1,152  61.7％

構成比（％） 100.0％ 43.7％ 56.3％ 16.9％ 1.2％ 38.3％ 

 

※ ① 現 況：国勢調査、建築着工統計より推定 
② 総戸数：国勢調査を踏まえ、設定 
③ 昭和57年以降建設戸数：国勢調査、建築着工統計より推定 
④ 耐震性あり：昭和56年以前建設の住宅で、建設当初から現行基準の耐震性のある住宅 

＝昭和56年以前建設×30％（30％：北海道調査36％より、本町は30％と設定） 
⑤ 自発的な改修：自発的に耐震改修を行った住宅＝（昭和56以前建設－耐震性あり住宅）×３％ 

  （３％：住宅土地統計調査、住宅の耐震工事状況より、本町は３％と設定） 

⑥ 施策による上積：本計画において、新たに耐震改修工事を促進する住宅の戸数 

⑦ 耐震性なし：計画期間で、耐震性能の確保ができない住宅の戸数 

 

 

 

図 当麻町の住宅建築物の現況耐震化率（総戸数3,011戸） 
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Ⅱ－２．多数利用建築物・特定建築物の現況 

 

（１）多数利用建築物 

 

当麻町における、多数の者が利用する建築物*（以下「多数利用建築物」という。）の現況

は、以下に示すとおりです。 

民間施設では多数利用建築物が３件あり、うち２件が昭和57年以降の建物です（耐震化率

66.7％）。 

公共施設では多数利用建築物は、学校施設が６件、社会福祉施設が２件、スポーツ施設が

１件、官公庁施設が１件、共同住宅等が６件の合計16施設あり、昭和56年以前に建設された

耐震性のない建物は２件（学校、官公庁）、耐震性のある建物は14施設です。耐震化率は87.5％

です。 

民間と公共施設を合わせ、耐震性のある建物は16施設で、耐震化率は84.2％です。 

 

 

表 多数利用建築物の現況                     単位：棟（件） 

Ｓ56以前の建築物 

 

 

種 類 

 

 

 

多数利用 

建 築 物 

総   数 

 

 

A 

 

 

 

B 

内耐震性

有 

 

C 

Ｓ57以降

の建築物

 

 

 

D 

耐震性有 

建築物数 

 

 

 

E=C+D 

耐震化率

 

 

 

 

F=E/A 

学校 ６ ３    ２     ３ ５ 83.3％

社会福祉施設 ２ １    １     １ ２ 100.0％

スポーツ施設 １ １ １ - １ 100.0％

官公庁施設 １ １ - - - 0.0％

公
共
施
設 

共同住宅 ６ -   - ６  ６ 100.0％

  公共施設 計 １６  ６   ４    １０ １４    87.5％

事務所 １ １    -     - - 0.0％民
間
施
設

社会福祉施設 ２ - - ２ ２ 100.0％

 民間施設 計 ３ １ - ２ ２ 66.7％

 

合 計 

 

１９ 

 

７ ４ １２

 

１６ 84.2％

当麻町調べ（平成22年２月末） 

＊多数の者が利用する建築物(多数利用建築物） 

：耐震改修促進法第６条第１号に定める建築物（第１号特定建築物）の要件（令第２条）を満たすもの。

建築年は問わない。 
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（２）特定建築物 

 

① 概 数 

耐震改修促進法において、「（第６条）地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれ

に基づく命令若しくは条例の規定（＝第８条の耐震関連規定）に適合しない建築物で同法

３条２項の規定の適用を受けているもの（以下特定建築物という）の所有者は、当該建築

物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう努

めなければならない」としています。 

 

当麻町には、現在、以下の特定建築物があります。 

当麻町における特定建築物は、第１号が３件、第２号が１件、第３号が１件、計５件が

あります。 

 

＊特定建築物 

：耐震改修促進法に定める多数の利用者がある一定規模以上の建築物で現行の建築基準法などに満たない

建築物。これに基づくこれらの建築物については、所管行政庁が、所有者に対して耐震化の指導・助言

を実施し、指導に従わないものに対しては指示及び公表し、更に安全性に問題のあるものには勧告、命

令を行うことが定められている。 

 

 

表 当麻町の特定建築物の概要 

区   分 公 共 民 間 合 計 

多数の者が利用する特定建築物 

（第１号特定建築物）  ２件

 

  １件 ３件

危険物の貯蔵等の用途に供する特定建築物

（第２号特定建築物）   ０件

 

  １件 １件

多数の者の円滑な避難を困難とするおそれ

がある特定建築物（第３号特定建築物）   ０件

 

  １件 １件

 

合  計   ２件

 

３件  ５件

当麻町調べ（平成22年２月末） 
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② 第１号特定建築物 

当麻町が所有する建築物で、多くの者が利用する建築物（第１号特定建築物＊）は、公

共施設が２件、民間施設が１件、合計３件あります。 

 

表 第１号特定建築物の概要 

区  分 件  数 摘  要 

公共施設 ２件 学校施設１、官公庁施設１ 

民間施設 １件  

合    計 ３件        

当麻町調べ（平成22年２月末） 

 

＊第１号特定建築物 

：学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホーム、その他多数の者

が利用する建築物で、政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの。 

 

参考：耐震改修促進法第６条１号に規定する建築物 

規 模 用  途 

２階以上かつ 
500㎡以上 

・幼稚園、保育所 

２階以上かつ 
1,000㎡以上 
 
 
 

・小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校、養護学校 
・老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類す

るもの 
・老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに

類するもの 
階数に関係なく
1,000㎡以上 

・体育館（一般公共の用に供されるもの） 

３階以上かつ 
1,000㎡以上 
 
 
 
 
 

・小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校、養護学校以外
の学校 

・ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 
・病院、診療所 
・劇場、観覧場、映画館、演芸場 
・集会場、公会堂 
・展示場 
・卸売市場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 
・ホテル、旅館 
・賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 
・事務所 
・博物館、美術館、図書館 
・遊技場 
・公衆浴場 
・飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに

類するもの 
・理髪店､質屋､貸衣装屋､銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 
・工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く） 
・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗

降又は待合の用に供するもの 
・自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 
・郵便局、保健所、税務署、その他これらに類する公益上必要な建築物 
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③ 第２号特定建築物 

危険物の貯蔵等の用途に供する建築物（第２号特定建築物＊）は、民間の給油取扱所が

１施設該当します。 

  

表 第２号特定建築物の概要 

区  分 件  数 摘  要 

公共施設  ０件   

民間施設    １件 給油取扱所１ 

合    計 １件        

当麻町調べ（平成22年２月末） 

 

＊第２号特定建築物 

：火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は処理場の

用途に供する建築物。 

 

参考：耐震改修促進法第６条２号に規定する建築物 

危険物の種類 危険物の数量 

① 火薬類（法律で規定） 
イ 火薬 
ロ 爆薬 
ハ 工業雷管及び電気雷管 
ニ 銃用雷管 
ホ 信号雷管 
ヘ 実包 
ト 空砲 
チ 信管及び火管 
リ 導爆線 
ヌ 導火線 
ル 電気導火線 
ヲ 信号炎管及び信号火箭 
ワ 煙火 
カ その他火薬を使用した火工品 
  その他爆薬を使用した火工品 

 

１０ｔ 
５ｔ 
５０万個 
５００万個 
５０万個 
５万個 
５万個 
５万個 
５００ｋｍ 
５００ｋｍ 
５万個 
２ｔ 
２ｔ 
１０ｔ 
５ｔ 

② 消防法第２条第７項に規定する危険物 
 

危険物の規制に関する政令別表

第三の指定数量の欄に定める数

量の１０倍の数量 

③ 危険物の規制に関する政令別表第４備考第６号に規定する

可燃性固体類及び同表備考第８号に規定する可燃性液体類 
可燃性固体類３０ｔ 
可燃性液体類２０ｍ3 

④ マッチ ３００マッチトン（※） 

⑤ 可燃性のガス（⑦及び⑧を除く） ２万ｍ3 

⑥ 圧縮ガス ２０万ｍ3 

⑦ 液化ガス ２，０００ｔ 

⑧ 毒物及び劇薬取締法第２ 条第１ 項に規定する毒物又は同

条第２ 項に規定する劇物（液体又は気体のものに限る） 
毒物２０ｔ 
劇物２００ｔ 

※ マッチトンはマッチの計量単位。１マッチトンは、並列マッチ（56×36×17mm）で7,200 個、約120kg 
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④ 第３号特定建築物 

多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物（第３号特定建築物＊）は、民

間の建築物が１施設該当します。 

 

表 第３号特定建築物の概要 

区  分 件  数 摘  要 

公共施設 ０件  

民間施設 １件  

合    計 １件  

当麻町調べ（平成22年２月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：耐震改修促進法第６条３号に規定する建築物 

・ 幅員１２ｍ以下の場合 ６ｍ＋前面道路までの水平距離  

・ 幅員１２ｍを超える場合 前面道路の幅員の２分の１に相当する距離＋前面道路までの水平距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊第３号特定建築物 

：地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難

とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が北海道又は当麻町耐震改修促

進計画に記載された道路に接するもの。 
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（単位：棟数）

S56以前 S57以降 S56以前 S57以降 S56以前 S57以降 合　計

１．学校 （１）幼稚園 1 1 0 1

（２）小学校 2 2 2 2 4

（３）中学校 2 1 2 1 3

（４）高等学校 0 0 0

（５）その他 0 0 0

小計 0 0 5 3 5 3 8

(構成比） 0.0% 0.0% 62.5% 37.5% 62.5% 37.5% 100.0%

２．病院・診療所 （１）診療所 1 0 1 1

（２）その他 0 0 0

小計 0 0 0 1 0 1 1

(構成比） 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

３．社会福祉施設 （１）児童福祉施設 2 2 1 3 2 5

（２）老人福祉施設 0 0 0

（３）その他社会福祉施設 2 0 2 2

小計 2 4 1 0 3 4 7

(構成比） 28.6% 57.1% 14.3% 0.0% 42.9% 57.1% 100.0%

４．宿泊施設 （１）寄宿舎 1 0 1 1

（２）その他 5 0 5 5

小計 0 6 0 0 0 6 6

(構成比） 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

５．公営住宅 （１）公営住宅等 4 22 12 22 16 38

（２）教員住宅 12 8 12 8 20

（３）職員住宅 2 0 2 2

（４）その他住宅 6 7 6 7 13

小計 18 21 22 12 40 33 73

(構成比） 24.7% 28.8% 30.1% 16.4% 54.8% 45.2% 100.0%

６．その他 （１）官公庁施設 1 1 0 1

（２）文化施設 1 1 0 1

（３）スポーツ施設 2 4 2 4 6

（４）集会施設 2 4 3 2 5 6 11

（５）観光施設 2 1 2 1 4 5

（６）公衆便所 2 4 0 6 6

（７）事務所施設 1 7 1 7 8

（８）その他 3 5 6 15 9 20 29

小計 6 20 14 27 20 47 67

(構成比） 9.0% 29.9% 20.9% 40.3% 29.9% 70.1% 100.0%

合　　計 26 51 42 43 68 94 162

(構成比） 16.0% 31.5% 25.9% 26.5% 42.0% 58.0% 100.0%

※増築の場合、面積の大きい建築年度を採用

用途分類
木　造 非木造 合　計

Ⅱ－３．町が所有する公共建築物の現況 

 

（１）町が所有する公共建築物 

 

町が所有する公共建築物は、合計162棟あり、以下のとおりです。 

このうち、昭和57年以降に建設された施設は94棟（58.0％）です。 

 

表 町が所有する公共建築物の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当麻町調べ（平成22年２月末） 
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（単位：棟数）

耐震化率

耐震性有又
は耐震改修
されたもの
（ｄ）

現　状
（ｂ+ｄ）/a

計 7              1              1              6              -              100.0%

学校 -              -              -              -              -              -             

病院・診療所 -              -              -              -              -              -             

社会福祉施設 1              1              1              -              -              100.0%

宿泊施設 -              -              -              -              -              -             

公営住宅 6              -              -              6              -              100.0%

その他 -              -              -              -              -              -             
計 19            8              4              11            4              78.9%

学校 7              4              3              3              1              85.7%

病院・診療所 -              -              -              -              -              -             

社会福祉施設 2              -              -              2              -              100.0%

宿泊施設 -              -              -              -              -              -             

公営住宅 -              -              -              -              -              -             
その他 10            4              1              6              3              70.0%

計 26            9              5              17            4              84.6%

学校 7              4              3              3              1              85.7%

病院・診療所 -              -              -              -              -              -             

社会福祉施設 3              1              1              2              -              100.0%

宿泊施設 -              -              -              -              -              -             

公営住宅 6              -              -              6              -              100.0%

その他 10            4              1              6              3              70.0%

計 136          59            1              77            58            57.4%

学校 1              1              1              -              -              100.0%

病院・診療所 1              -              -              1              -              100.0%

社会福祉施設 4              2              -              2              2              50.0%

宿泊施設 6              -              -              6              -              100.0%

公営住宅 67            40            -              27            40            40.3%

その他 57            16            -              41            16            71.9%
計 162          68            6              94            62            61.7%

学校 8              5              4              3              1              87.5%

病院・診療所 1              -              -              1              -              100.0%

社会福祉施設 7              3              1              4              2              71.4%

宿泊施設 6              -              -              6              -              100.0%

公営住宅 73            40            -              33            40            45.2%

その他 67            20            1              47            19            71.6%

町が所有する
公共建築物

合　計
（多数利用建築
物もしくは避難
指定建築物）

多数利用建築
物・避難所指定
建築物以外の公
共建築物

耐震化を図
る必要があ
るもの（ｅ）

ｃ－ｄ

昭和56年以
前（ｃ）

昭和57年以
降（ｂ）種　　別

総数
（ａ）

多数利用建築物
（避難所指定建
築物を除く）

避難所指定建築
物
（多数利用建築
物を含む）

（２）町が所有する多数利用建築物もしくは避難施設 

 

町が所有する公共建築物（162棟）のうち、避難所指定建築物を除く多数利用建築物は７棟

（耐震化率100.0％）、避難所指定建築物（多数利用建築物を含む）は19棟（耐震化率78.9％）

あります。 

多数利用建築物もしくは避難所指定施設に該当する建築物は26棟あり、耐震化率は84.6％

となっています。 

 

表 町が所有する多数利用建築物もしくは避難所指定建築物の耐震化の状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

当麻町調べ（平成22年２月末）
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表 当麻町の所有する公共施設（多数利用建築物もしくは避難所指定建築物） 
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Ⅲ 耐震改修促進のための課題 

 

（１）総合的な地震対策の推進 

 

当麻町は過去に震度２以上の体感地震を幾度も経験しており、平成以降では12件に及びま

す。国の資料を基に行った地震想定では、「十勝沖・釧路沖の地震（海溝型面震源）」で震

度４、「増毛山地東縁断層帯による地震（内陸型線震源）」で震度５弱、「全国どこでも起

こりうる直下型の地震（直下型）」で震度６弱が想定されます（観測地点、当麻町役場周辺

を想定）。また活火山である大雪山が身近にあることも忘れてはなりません。 

とくに揺れやすさの最も大きい「全国どこでも起こりうる直下型の地震」が発生した場合、

当麻町においては、地震被害が死傷者93人、全半壊建物（住宅）が758棟と推計されています。 

住宅・建築物の被害は、死傷者発生の主要因であるばかりではなく、出火・火災延焼、避

難者の発生、救急活動の妨げ、がれきの発生等の被害拡大の要因となります。今後も大規模

な地震に備え、住宅・建築物を含めた総合的な地震対策を進めることが求められています。 

 

 

（２）住宅・建築物の耐震化の推進 

 

当麻町の住宅のうち、38.3％が昭和56年の建築基準法改正前に建築された耐震性のない建

築物と推計されます。（住宅の耐震化率61.7％） 

大規模地震にともなう人的被害の多くは、住宅・建築物の震動や倒壊によるものとされて

おり、地震被害の軽減を図るためには、住宅・建築物の耐震化が必要です。 

国、道では、住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を平成27年までに９割にする

ことを目標としており、本町においても住宅・建築物の耐震化率の向上とその推進に向け、

各種施策の充実を図る必要があります。 

また、特定建築物以外の建物でも、相当規模で多数が利用する建物があることから、これ

らの安全性の確認も必要です。 

 

（３）多数の者が利用する建築物及び避難所指定建築物の耐震化の推進 

 

住宅・建築物の中でも、特に多数の者が利用する建築物や地域防災計画で避難施設に指定

されている施設で耐震性の低いものについては、早急に耐震改修を行う必要があります。 

本町における多数の者が利用する建築物は、民間施設３棟、公共施設は16棟、合計19棟あ

ります。（公共＋民間の多数利用建築物の耐震化率84.2％） 

公共施設16棟のうち、昭和56年の建築基準法改正前の建築された建築物は６棟あります。

このうち耐震診断、耐震改修により安全性が確認されている建築物４棟を除いた、２棟の建

築物は耐震性に疑問が残っています。（公共の多数利用建築物の耐震化率87.5％） 



Ⅲ 耐震改修促進のための課題 

 43

また、多数の者が利用する建築物以外に、避難施設に指定されている学校や地区集会所な

どの公共施設は全部で10棟あり、そのうち２棟の安全性が確認されておらず、地震時の安全

な避難施設の確保のために、耐震診断調査など耐震化の対策が必要です。 

 

 

（４）適切な耐震改修に向けた情報提供、技術者の技術力向上 

 

主に町民が居住する住宅の耐震化が進まない要因として、「誰に相談して良いか分からな

い」「どうしていいかわからない」など、住民の不安に適切に対応できる体制や情報の不足、

耐震診断・耐震改修に精通した信頼のおける技術者の不足が挙げられます。 

耐震改修の相談体制の確立、適切な情報提供、技術者の技術力向上など、町民に対し、耐

震改修に向けた適切な情報提供、技術者の育成が必要です。 
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Ⅳ 基本方針 

 

Ⅳ－１．基本理念・基本目標 

 

（１）基本理念 

 

本計画は、建築物の耐震改修の促進のための措置を講じ、建築物の地震に対する安全性の

向上を図ることにより、当麻町において大規模地震が発生した場合の地震による住宅・建築

物の倒壊などの被害から、住民の生命、身体及び財産を保護し、よって公共の福祉の確保に

資することを目的とするものです。 

また、耐震改修促進法に基づく国の方針、北海道計画を踏まえて策定される計画です。 

そこで本計画は、当麻町総合開発計画の理念を住宅・建築物の耐震化促進の視点から推進

する施策とし、その基本理念を以下のとおり定めます。 

また、想定される地震については、本町の地盤特性を踏まえ、平均震度が最大となる地震

（全国どこででも起こりうる直下型の地震 M6.9）を想定し施策を講ずることとします。 

 

“ 地震に強い住宅・建築物の確保による、明るく活力あるまちづくり ”

 

 

（２）基本目標 

 

 本計画の理念の実現を目指すため、当麻町の耐震改修の特性、課題を踏まえ、施策推進

の骨格となる基本目標を、以下のとおり定めます。 

 

基本目標１ 地震に強い住宅・建築物の確保 

 

地震による住宅・建築物の倒壊や二次被害などから、住民の生命、身体及び財産を保護す

るため、住民の耐震改修に関する相談の場の確保、耐震改修や地震避難活動に対する情報な

どを提供し、地震に強い住宅・建築物の確保を目指します。 

『（基本目標１）地震に強い住宅・建築物の確保』は、以下の基本施策により、その推進

を図ります。 

  （１）耐震改修に関する相談・情報提供体制の確保 

  （２）耐震改修、耐震診断を促進する支援環境の確保 

  （３）耐震性能のある住宅・建築物を取得するための環境づくり 

  （４）地震避難活動のための安全な幹線道路の確保 

  （５）地震被害に強い市街地整備、安全対策の推進 
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基本目標２ 耐震改修、地震防災に対する住民意識の啓発 

 

地震被害や住宅・建築物の耐震性能、耐震能力の向上について、住民の意識啓発を図り、

耐震改修や地域防災に対する住民意識の向上を目指します。 

『（基本目標２）耐震改修、地震防災に対する住民意識の啓発』は、以下の基本施策によ

り、その推進を図ります。 

  （１）地震情報の提供 

  （２）地震防災対策のための意識啓発 

  （３）住民団体との連携 

  （４）応急危険度判定士の養成と役割の啓発 

 

 

基本目標３ 耐震改修に係わる関連技術者の支援 

 

耐震改修を促進するため、耐震に係る技術取得のための情報の提供や協力体制の充実を図

り、耐震改修に係る専門技術者の人材育成やその基盤づくりを目指します。 

『（基本目標３）耐震改修に係わる関連技術者の支援』は、以下の基本施策により、その

推進を図ります。 

  （１）耐震改修工法の技術取得の支援 

  （２）耐震改修を担う技術者の支援 

  （３）住宅リフォーム活動との連携 

 

 

基本目標４ 特定建築物の耐震化の促進 

 

多数の者が利用する建築物（特定建築物１号）について、北海道など関係機関と連携を図

り、関連法令に基づく耐震化の促進を目指します。 

『（基本目標４）特定建築物の耐震化の促進』は、以下の基本施策により、その推進を図

ります。 

  （１）特定建築物の所有者の意識啓発 

  （２）北海道や関係団体との連携 

  （３）町が所有する特定建築物等の耐震化の推進 
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Ⅳ－２．数値目標 

 

国は「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年１月26

日施行）」において、今後想定される東海地震及び東南海・南海地震などにおける死者数及

び経済的被害を被害想定から半減させるという減災目標を立てており、住宅、多数の者が利

用する建築物の耐震化率を少なくとも９割にすることを目標としています。 

北海道は、耐震促進改修法における都道府県計画となる「北海道耐震改修促進計画（平成

18年12月策定、目標年次平成27年度）」において、北海道内の想定地震による建築物被害を

半減させるため、住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を平成27年度までに少なく

とも９割にすることを目標としています。 

 

耐震改修促進法（第五条８）は、「市町村は、（国の定める）基本方針及び都道府県耐震

改修促進計画を勘案し、（略）計画を定めるよう努めるものとする」と規定しており、当麻

町が今後の十勝沖・釧路沖地区での地震や増毛山地東縁断層帯（活断層）、直下型地震等が

到来した場合、地震被害の危険性があるという調査結果を踏まえ、当麻町の住宅・建築物の

耐震化目標は、国、道に準じ、各々９割を目標とします。 

 

 

耐震化率の目標（平成27年度） 

住     宅：９０％ 

多数利用建築物：９０％ 

 

 

 



Ⅳ 基本方針 

 47

耐震性あり
（S57年以降建設）

1 ,514戸

耐震性あり
（S56年以前建設）

573戸

耐震性なし
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耐震性あり
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耐震性あり
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703戸

耐震性なし
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（平成27年度）
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９０％

建替・改修に

よる自然更新

施策の推進

によ る 上積み

耐震改修

達成目標

（１）住宅の耐震化目標 

 

 現在、本町には3,011戸の住宅があり、耐震性のある住宅は1,859戸（61.7％）となって

います。 

総合開発計画で将来の世帯の総数は3,100戸、住生活基本計画で平成27年度の住宅に住む

一般世帯数を3,090戸と設定していることから、国及び北海道の計画期間（平成27年度）に

おける住宅の総戸数を概ね3,100戸とし、その時点での耐震性のある住宅は、９割に相当す

る2,790戸（全戸数の90.0％）とします。 

この目標に基づき、平成27年度までに、昭和56年以前に建設された住宅で居住に利用さ

れる住宅について、耐震改修の導入を目指します。 

 

表 耐震改修の現況と目標                                           単位：戸 

現 況 目 標 
区   分 

平成21年度 平成27年度
摘  要 

総戸数 3,011 3,100  

昭和57年以降建設 1,316 1,514  

耐震性あり 508 543  

自発的な改修 35 30  

施策による上積み - 703 本計画の施策対象 

耐震

改修

済み  （計） 35 734  

耐震性なし 1,152 310 総戸数の10％と設定 

住 宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 

56年 

以前 

建設 

 

（小計） 1,695 1,586  

耐震性あり戸数 1,859 2,790  

耐震性なし戸数 1,152 310  
再 掲 

耐震化率 61.7％ 90.0％  

 

図 耐震改修の現況と目標 
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表 （参考）住宅区分別の耐震改修の現況と目標                            単位：戸 

現 況 目 標 
区   分 

平成21年度 平成27年度
摘  要 

総戸数 2,500 2,574  

昭和57年以降建設 1,067 1,181  

耐震性あり 430 460  

自発的な改修  30 28  

施策による上積み - 648 本計画の施策対象 

耐震

改修

済み  （計）  30 676  

耐震性なし  973 257 総戸数の10％と設定 

一 般 

住 宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 

56年 

以前 

建設 

 

 （小計） 1,433 1,393  

総戸数  511 526  

昭和57年以降建設 249 333  

耐震性あり  78 83  

自発的な改修  5 2  

施策による上積み  - 55 本計画の施策対象 

耐震

改修

済み  （計）  5 57  

耐震性なし  179 53 総戸数の10％と設定 

共 同 

住 宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 

56年 

以前 

建設 

 

 （小計） 262 193  

 

※ ① 現 況：国勢調査、建築着工統計より推定 

② 総戸数：国勢調査、第４次総合開発計画より 

③ 昭和57年以降建設戸数：国勢調査、建築着工統計より推定、平成21年以降は、一般住宅19戸/年、 

共同住宅14戸/年で想定 

④ 耐震性あり：昭和56年以前建設の住宅で、建設当初から現行基準の耐震性のある住宅 

＝昭和56年以前建設×30％ 

⑤ 自発的な改修：自発的に耐震改修を行った住宅＝（昭和56以前建設－耐震性あり住宅）×３％ 

⑥ 施策対象」本計画において、新たに耐震改修工事を促進する住宅の戸数 

⑦ 耐震性なし：計画期間で、耐震性能の確保ができない住宅の戸数 

  

 

（２）多数利用建築物の耐震化目標 

 

 町が所有する多数利用建築物は16棟あり、そのうち耐震性のない建築物は２棟、耐震化

率は87.5％です。また、民間の多数利用建築物は３棟あり、そのうち耐震性のない建築物

は１棟、耐震化率は66.7％です。あわせて19棟のうち、耐震性のないものは３棟、耐震性

のあるものは16棟で、耐震化率は84.2％となっています。 

町が所有する２棟については、平成27年度までに耐震化を目指すこととします。 

また、民間の建築物所有者に対しては、耐震診断・耐震改修について普及・啓発を行う

とともに、緊急性や必要性に応じ指導・助言を行います。 
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Ⅳ－３．施策の体系 
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Ⅴ 施策の展開方針 

 

Ⅴ－１．（基本目標１）地震に強い住宅・建築物の確保 

 

『（基本目標１）地震に強い住宅・建築物の確保』は、以下の基本施策により、その推進

を図ります。 

 

（１）耐震改修に関する相談・情報提供体制の確保 

 

近年、少子高齢化の進行や住民の高齢化、核家族化などが進行し、住民の価値観、ライフ

スタイルや住宅に求めるニーズは多様化しています。一方、耐震偽装や悪質リフォーム、ア

スベスト問題など、住宅に係わる社会問題も生じています。 

町では、建設水道課を窓口としてこれらの住民の住宅に関する悩みや問題に対応します。 

住民の住宅相談の窓口の一本化、情報提供の一元化を図るため、この相談窓口において、

住宅の一般相談やリフォームに関する相談に加え、耐震診断、耐震改修の相談にも対応する

こととします。また、町のホームページを活用し、耐震改修に関する情報の提供を図ります。 

一方、北海道では、建設部建築指導課、上川支庁旭川土木現業所※建設指導課に耐震診断、

耐震改修に係る耐震相談窓口を設置し、道民の耐震に関する相談に応じています。また、市

町村職員などを対象に、公立学校施設の耐震化促進に関する助言、協力、研修会などを行う

相談窓口を設置しています。 

住宅の技術相談及び法律相談については、(財)北海道建築指導センターで専門家による相

談、（社）北海道建築設計事務所協会による現地調査を含めた技術相談（有料）が行われて

います。また一般的な住宅情報の提供として、北海道が支援している「北の住まい情報プラ

ザ」、「住まいのポータルサイトＤｏ住まい」があります。 

これら、北海道及び専門機関が行う相談・情報提供体制を紹介します。 

 

※平成22年４月１日以降は「上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室」となります。 

 

■主な施策 

・耐震診断、耐震改修に関する相談窓口の設置（建設水道課管理係） 

・広報、パンフレットによる耐震改修促進計画、特定建築物等の周知 

・町のホームページに耐震診断に関する情報を提供（リンク集など） 

・北海道及び専門機関が行う相談窓口の紹介 

  （北海道建設部建築指導課、(財)北海道建築指導センター、 

                        （社）北海道建築設計事務所協会（有料）） 

・北海道「北の住まい情報プラザ」、「住まいのポータルサイトＤｏ住まい」の紹介 
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（２）耐震改修、耐震診断を促進する支援環境の確保 

 

住宅は個人の資産であり、耐震改修工事は、建物所有者の判断によって対応されるべきこ

とです。一方、住宅は町民生活の基盤であり、地震災害時には倒壊など影響が大きいことか

ら、耐震診断が必要かどうかの的確な情報の把握が耐震改修の普及にとって重要です。 

耐震診断は、耐震改修を必要とするか否かを判断する重要な調査であり、耐震診断を実施

することで、防災意識の向上や地震に対する不安解消が期待できます。 

現在、北海道（上川支庁）は、建物所有者が保管している建築確認図書による「戸建て木

造住宅を対象とした簡易の耐震診断（無料）」を実施しています。今後は、当麻町において

も上川支庁の技術指導を受けながら、同様の耐震診断を実施することとします。 

この簡易診断において、耐震性に問題があると判定された場合は、耐震診断に専門的な能

力のある建築士に詳細の耐震診断を依頼し、その対策を相談するよう、働きかけます。 

また、耐震改修を行う場合には、その費用に係る公租公課を低減させる制度があります。

この活用を推奨します。 

町民の耐震改修に対する動向を見極めつつ、耐震設計費、耐震改修費の補助制度の導入等

について、必要な検討を行います。 

 

■主な施策 

・町（建設水道課）による簡易耐震診断の実施と専門家による耐震診断の実施の促進 

・上川支庁「戸建て木造住宅を対象とした耐震診断（無料）」の紹介 

・（耐震改修を行った場合）住宅耐震改修減税のための診断改修証明の発行 

・住宅所有者等に対する耐震診断費用の助成の検討 

・住宅等耐震改修費用の助成の検討 

 

表 耐震改修税制 

○ 住宅に係る耐震改修促進税制 

■ ［所得税減税］ 

 個人が、平成18年４月１日から平成25年12月31日までの間に、一定の区域内※において、旧耐震基準（昭

和56年５月31日以前の耐震基準）により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に

要した費用の10％相当額（20万円を上限）を所得税額から控除する。  

※ 住宅改修のための一定の事業を定めた以下の計画の区域  

・「地域における多様な住宅需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」の地域住宅計画 

・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の耐震改修促進計画 

・「住宅耐震改修促進計画（地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画）」  

■［固定資産税］  

 旧耐震基準により建設された住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産

税額（120㎡相当部分まで）を以下のとおり減額する。 

  ① 平成18年から21年に工事を行った場合：３年間１／２に減額  

  ② 平成22年から24年に工事を行った場合：２年間１／２に減額 

  ③ 平成25年から27年に工事を行った場合：１年間１／２に減額 
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（３）耐震性能のある住宅・建築物を取得するための環境づくり 

 

宅地建物の取り引きをする際、取り引きの対象となる建築物について耐震診断結果がある

場合、宅地建物取引業者が「重要事項説明」として説明することが義務づけられています。

既存の住宅・建築物を売買する場合には、「重要事項」に耐震診断結果について記載がある

かどうか確認することができます。 

また、耐震性を満たす住宅は、住宅ローン減税等の税制特例における「築後経過年数要件」

がありません。このような税法上の特例を活用して住宅ローンをくむことも重要です。 

一方、北海道は住宅ローン減税の普及啓発に係る情報の住民や事業者への提供を行ってお

り、町は、これら情報を紹介することにより、耐震性能を有する良質な住宅ストックの市場

形成に努めます。 

 

■主な施策 

・「建物取引時における耐震性能の情報把握、説明」の確認の働きかけ 

・北海道が行う「講習会等を通じた減税等制度の普及啓発等」の紹介 

 

 

（４）地震避難活動のための安全な幹線道路の確保 

 

北海道は、地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するため、北海道緊急輸

送道路ネットワーク計画に指定する道路を「地震時に通行を確保すべき道路」に指定してい

ます。また「地震時に通行を確保すべき道路」沿道の建築物で一定の高さを持つものは、耐

震改修促進法第６号第３号に規定する特定建築物として、耐震化の促進を図ることとしてい

ます。 

現在、町内には「特に重要な地震時に通行を確保すべき道路」が１本、「地震時に通行を

確保すべき道路」が３本の計４本が指定されています。また町内には、耐震改修促進法第６

号第３号に規定する特定建築物は１棟存在しています。 

地震時に通行を確保すべき道路の沿道については、今後とも地震時に通行を確保すべき道

路の通行や輸送活動の妨げとなる建築物が生じないよう、一層の耐震性能の向上を図るとと

もに輸送能力が妨げられないよう、沿道住民の意識啓発を図ります。 

 

■主な施策 

・地震時に通行を確保すべき道路沿道の特定建築物に対する指導の強化 

（所管行政庁（北海道）） 

・耐震改修促進計画において、重点的に沿道建築物の耐震化を推進する地震発生時に通行

を確保すべき道路の指定 
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図 地震時に通行を確保すべき道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 地震時に通行を確保すべき道路 

特に重要な地震時に通行

を確保すべき道路 ※１ 

①国道３９号 

地震時に通行を確保すべ

き道路 ※２ 

②道道愛別当麻旭川線 

③道道当麻比布線（道道愛別当麻旭川線－役場間） 

④国道３９号－当麻滑空場スカイパーク間 

※１：都道府県庁所在地、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自衛隊、警察、消防等を連

絡する道路 

※２：特に重要な地震時に通行を確保すべき道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機

関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道

路、及びその他の道路で、別途指定するもの 

 

 

凡  例 

   特に重要な 

地震時に通行を確保すべき道路 

 

地震時に通行を確保すべき道路 

① 

②

③ 

④ 
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（５）地震被害に強い市街地整備、安全対策の推進 

 

従来、住宅・建築物に起因する地震被害では、住宅・建築物の倒壊のほか、敷地の崩壊や

非構造部材の落下などによる人的被害が多く発生しています。 

住宅・建築物の耐震化とあわせて、ブロック塀の倒壊防止、窓ガラス等の落下物対策、大

規模空間の天井崩落対策、家具の転倒防止対策など、地震時の総合的な建築物の安全対策を

推進します。  

また、地震に伴う住宅・建築物の被害の軽減や安全性の確保を図るため、市街地整備施策

と連携し、道路、公園、上下水道、公共施設など、基盤整備の総合的な安全対策を推進しま

す。 

 

■主な事業 

・建築確認申請時における天井崩落対策の確認（特定行政庁（北海道）） 

・窓ガラス等の落下物対策の実態調査及び所有者への指導 

・広報誌やパンフレット等を活用した総合的な建築物の安全対策の周知 
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Ⅴ－２．（基本目標２）耐震改修、地震防災に対する住民意識の啓発 

 

『（基本目標２）耐震改修、地震防災に対する住民意識の啓発』は、以下の基本施策によ

り、その推進を図ります。 

 

（１）地震情報の提供 

 

発生のおそれのある地震や被害の可能性など、地震情報を公表することにより、地震に対

する注意喚起と防災意識の高揚を図ります。そのため、地震防災マップ（北海道作成：揺れ

やすさマップ）の公表を図ります。 

さらに、建築物、人的、建物被害など危険度情報や避難所、避難経路を記載した総合的な

地震防災情報の公表を図ります。 

 

■主な施策 

・北海道作成「揺れやすさマップ」の公表 

・北海道に対する「地震危険度マップ」アドバイザーの派遣要請 

・当麻町地域防災計画関連資料の公表 

 

 

（２）地震防災対策のための意識啓発 
 

住宅・建築物の地震防災対策に関する所有者等への啓発、知識の普及を図るため、耐震診

断や耐震改修などの必要性や効果、住宅リフォーム全般に関するポイントや手順などを周知

することとします。 

北海道が作成した各種パンフレットを、セミナー、イベントなどを通じて住民に配布する

とともに、特定建築物所有者を対象とした説明会開催などで配布するなど、建築物の耐震化

について周知を図ります。 

住宅・建築物の耐震診断や耐震改修の必要性や効果についての知識の普及を図るため、建

築関係団体等と連携し、一般向けにリフォームセミナー等の開催を検討します。 

リフォーム工事や増改築は、耐震性能の向上を図る好機となることから、これらの工事と

あわせて耐震化工事が行われるよう、所有者等に対するフォームセミナー等の受講を促進し

ます。 

 

■主な施策 

・リーフレット等を活用した所有者等への普及・指導の強化 

・パンフレット等普及啓発ツールの配布 

 「安心・快適リフォームのススメ！（平成17年北海道建設部建築指導課）」 
 「誰でもできるわが家の耐震診断（平成16年財団法人日本建築防災協会）」 
 「戸建て住宅の耐震診断・耐震改修のすすめ（平成18年北海道建設部建築指導課）」  

・一般向けリフォームセミナー等の紹介 

  開催者：北海道建築指導課、(財)北海道建築指導センター、(社)北海道建築士会、 
      (社)北海道建築設計事務所協会、(社)北海道マンション管理組合連合会、など 
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（３）住民団体との連携 

 

地震防災対策は地域におけるきめ細かい取り組みが重要です。町内会等は災害時対応にお

いて重要な役割を果たしており、平時においても地域における地震時の危険箇所の点検や住

宅・建築物の耐震化のための啓発活動を行うことが期待されます。 

また、災害時に、自力では避難の困難な高齢者、障がい者、子ども、妊娠している方や転

居して新しい方の把握や日頃からの助け合い、連絡体制づくりも重要です。 

さらに、地域に根ざした専門家や地域防災計画における自主防災組織の育成、ＮＰＯとの

連携など幅広い取り組みが必要です。 

町は、このような地域単位の取り組みを支援するものとし、地震防災情報の提供や町内会

の要望に応じた説明会、相談会などの開催を図ります。 

 

■主な施策 

・普及啓発ツールの住民等への配布 

・自主防災組織等の育成 

・普及啓発ツールの作成や情報提供に対する北海道の支援要請 

 

 

（４）応急危険度判定士の養成と役割の啓発 

 

 地震防災対策の重要性と同様に、不幸にして地震災害に遭遇した場合の２次災害を防止す

ることも大切です。地域に居住する建築士が、被災した建物の危険度合いを判断する応急危

険度判定士の資格を取得しやすくなるよう働きかけを行います。 

 また、町民に対して応急危険度判定士が担う役割について理解を得るよう啓発に努めます。 

 

■主な施策 

・建築士及び建築士が勤務する職場への講習会受講要請 

・応急危険度判定士が担う役割の町民への啓発 
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Ⅴ－３．（基本目標３）耐震改修に係わる関連技術者の支援 

 

『（基本目標３）耐震改修に係わる関連技術者の支援』は、以下の基本施策により、その

推進を図ります。 

 

（１）耐震改修工法の技術取得の支援 

 

耐震改修工事の実施に際し、耐震改修工事を単独で検討するだけでなく、断熱性能の向上

や増改築工事とあわせて行うことが効率的です。また既存ストック重視の住宅政策を推進し

ていくためには、耐震性能の向上をはじめとしたバリアフリー性や省エネルギー性など住宅

性能の向上が求められます。 

一方、近年、町内において新築住宅の着工件数が減少していることから、リフォーム工事

への進出を検討している事業者は増加していると考えられます。  

このような状況のなか、建築技術者や事業者は、所有者等との信頼関係を構築したリフォ

ーム産業の形成を図ることが求められています。 

また、リフォームの際に美観や利便性などに着目するだけでなく、人命に直接影響する安

全性を重視し、断熱性能の向上や増改築工事の機会を通じて、安全性を高めるためのリフォ

ームの可能性を検討することも重要です。特に、美観や利便性などを追求するリフォームに

より耐震壁を撤去するなど、安全性を損なうことがないよう十分な配慮が必要です。 

このため、建築技術者や事業者に対し、北海道が作成している手引きの紹介や講習会の情

報提供を図ります。 

 

■主な施策 

・北海道（北方建築総合研究所）「耐震診断・耐震改修構法及び住宅・建築物の地震防災

対策に関する研究開発情報」の紹介 

・北海道「性能向上リフォーム講習会」の紹介 

・北海道「性能向上リフォーム手引き」の紹介 

 

 

（２）耐震改修を担う技術者の支援 

 

耐震改修工事は、建物構造、建築工法や地震について技術的知見を有する建築士等の専門

家が行った耐震診断結果に基づいて実施することが重要です。 

そこで町は、北海道や地域の建築関係団体と連携し、技術習得と人材育成を目指し、専門

家のための講習会の受講を促進します。 

具体的には上川管内在住の建築技術者と連携し、先進地視察、札幌市などの防災センター

見学などについて、行政、地域住民、専門家などが共同で体験学習を行うことで、地域住民

の意識を踏まえた専門家の育成と意識啓発、活動支援を図ります。 
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北海道では、耐震診断、改修等講習会を受講した建築士等専門家について名簿などを公表

しています。町でもこれらと連携を図り、町内の講習会受講者の増加と専門家の確保を図り

ます。 

 

■主な施策 

・耐震診断・改修技術講習会の紹介（関連情報の紹介） 

・行政、地域住民、専門技術者による共同の体験学習、先進地視察 

・北海道「講習会受講技術者名簿の閲覧（北海道ホームページ）」の紹介 

 

 

（３）住宅リフォーム活動との連携 

 

昨今、訪問販売などによる住宅リフォーム工事契約に伴う消費者被害が生じ、社会問題と

なっています。 

北海道は、消費者被害を防止し、安心してリフォームを実施できるような環境の整備を図

る方策として、行政、建築関係団体、消費者団体による「北海道住宅リフォーム推進協議会

（以下、「協議会」という）を設置しています。 

町は、北海道、協議会、「（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター」と連携し、相

談窓口での情報提供等、適切なリフォームの推進を図ることにより、専門技術者の活動支援

を図ります。 

 

■主な施策 

・北海道リフォーム推進協議会「各種消費者保護サービス」の紹介 
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Ⅴ－４．（基本目標４）特定建築物の耐震化の促進 

 

『（基本目標４）特定建築物の耐震化の促進』は、以下の基本施策により、その推進を図

ります。 

 

（１）特定建築物の所有者の意識啓発 

 

耐震改修促進法に基づき、所管行政庁（本町の場合は北海道）は、特定建築物所有者に対

し、指導・助言、指示などを行うこととしています。 

特定建築物の所有者が必要な対策を取らなかった場合には、建築基準法に基づき、耐震改

修促進法に基づく所管行政庁は、勧告または命令＊を行うことができるとされています。 

町には、現在、公共２件（第１号）、民間３件の特定建築物（第１号×１件、第２号×１

件、第３号×１件）があり、民間の建築物の所有者に対して耐震診断・耐震改修について普

及・啓発を行うとともに、緊急性や必要に応じ指導・助言を行うよう努めます。 

また、耐震化の推進状況について、情報の公表を図るなど、北海道と連携し、必要に応じ

た対応を図ることとします。 

 

■主な施策 

・公共建築物の耐震化の状況の公表 

・北海道「耐震改修促進法に基づく特定建築物の所有者に対する指導」との連携 

・北海道「建築基準法に基づく特定建築物の所有者に対する勧告又は命令」との連携 

 

表 耐震改修促進法に基づく指導等（特定行政庁：当麻町の場合は北海道） 

対  象 

 

■指導・助言対象 
・幼稚園・保育所：２階・５００㎡以上 
・小・中学校  ：２階・１０００㎡以上  
・老人ホーム等 ：２階・１０００㎡以上  
・一般体育館  ：１０００㎡以上（階数要件なし） 
・その他の多数利用の建築物：３階・１０００㎡以上（現行どおり） 
・道路閉鎖させる住宅・建築物  
・危険物を取り扱う建築物 
■指示・立ち入り対象 
・一般体育館：２０００㎡以上（階数要件なし） 
・その他の多数利用の建築物：３階・２０００㎡以上 
・幼稚園・保育所：２階・７５０㎡以上  
・小・中学校  ：２階・１５００㎡以上  
・老人ホーム等 ：２階・２０００㎡以上  
・危険物を取り扱う建築物：５００㎡以上 

実施内容 （１）特定建築物台帳の整備 

（２）指導・助言 

 特定建築物所有者に、耐震化を促すリーフレット、パンフレットを送付予定 

（３）指示・報告徴収または立ち入り検査 

公  表  特定建築物の所有者が正当な理由がなく指示に従わない場合、必要に応じて北海道

のホームページに公表する。 
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＊建築基準法による勧告または命令 

：造耐力上主要な部分の地震に対する安全性について著しく保安上危険であると認められる建築物については、

建築基準法第１０条第３項の規定に基づく命令を、損傷、腐食その他劣化が進み、そのまま放置すれば著しく

保安上危険となるおそれがあると認められる建築物については、同条第１項の規定に基づく勧告や同条第２項

の規定に基づく命令を行うことができる、とされています。 

 

 

（２）北海道や関係団体との連携 

 

北海道耐震改修促進計画では、住宅・建築物の耐震化をはじめとした災害予防対策と被災

建築物の応急危険度判定の実施体制の整備を一体的に行う組織体制のあり方を検討し、道内

の建築物等の総合的な地震対策を推進する場として、全道建築物等地震対策推進協議会、全

道住宅建築物耐震改修促進会議を設置し検討を行っています。 

本町においても、協議会と連携とり、北海道、各市町村、各団体が一体となった情報交換

と建築物等の耐震化を促進します。 

 

■主な施策 

・全道建築物等地震対策推進協議会、全道住宅建築物耐震改修促進会議と連携した各種施策

の推進 

 

 

（３）町が所有する特定建築物等の耐震化の推進 

 

町が所有する特定建築物（第１号）については耐震診断の結果を踏まえ、施設の老朽度や

地震発生の動向を見極めつつ、計画的に耐震改修工事を検討することとします。 

また、規模、階数などから特定建築物に指定されていない、昭和56年以前建築の公共建築

物については、建物の状態に応じ、耐震診断等、必要な調査、判定を行い、地域の利用実態、

地域住民の要望の方向を踏まえつつ、適切な対応を図るものとします。 

一方、消防庁舎については、災害時の対策本部となるなど、防災上の重要な役割があるこ

とから、上川中部消防組合と緊密な連携をとり必要な対策を講じることとします。 

 

■主な施策 

・町が所有する特定建築物（第１号）の耐震改修の検討 

 



Ⅵ 重点的に取り組む施策 

 61

Ⅵ 重点的に取り組む施策 

 

耐震改修に取り組むにあたっては、住宅・建築物の耐震性の確保を目指すとともに、総合

的なまちづくりの一貫として総合効果の期待できる施策を重点的に推進します。 

 

① 住民の意識啓発と住宅の耐震化の促進 

今後も増大する高齢者が住みなれた住宅、地域で安心して自立した生活を送ることがで

きるよう、住宅のバリアフリー化と耐震改修を一体の施策として推進します。 

具体的には、戸建て住宅を対象にバリアフリー、雪や寒さに強い住宅、地震に強い住宅

を一体的に推進する住民向けパンフレットの作成と配布を通じ、啓蒙を図りますます。 

また、町として、上川支庁の技術指導を受け、簡易の耐震診断の相談に応じるとともに、

耐震性に問題があると判定された場合は、北海道などが持つ耐震改修に係る専門家情報を

活用し、専門的な能力のある建築士に詳細の耐震診断を依頼し、その対策を相談するよう、

働きかけます。 

 

② 老朽公営住宅等の用途廃止 

 老朽化している公営住宅等については、計画的な用途廃止、建て替えを図り、地震に対

する安全性の向上を推進します。 

 

③ 特定建築物の耐震性の確保の確認と必要な処置の導入 

 当麻中学校、福祉会館（庁舎との合築）については、昭和56年以前建設の建物であるこ

とから、耐震診断調査の結果を踏まえ、適切な対応を図ります。 

 

④ 庁舎、消防署など、災害時対策拠点の安全性の確保 

 役場庁舎については、昭和56年以前建設の建物であり、災害時の対策本部設置など拠点

となることから、耐震診断調査の結果を踏まえ、適切な対応を図ります。 

 また消防庁舎については、施設を管理している上川中部消防組合と密接な連携をとり必

要な対策を講じることとします。 
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